
【施設モニタリング（3月～5月分）】
　環境保全事業団より、最終処分場モニタリング・溶融処理施設モニタリング・モニタリング結果の住民公表・排ガスの維持管
理・浸出水の放流の3月から5月分の監視項目に係る資料の提出を求め、その資料に基づき維持管理状況の報告を受けた。
①�最終処分場の浸出水処理水における流入水では、カドミウム、鉛、ヒ素が検出されたが、流入水・処理後の放流水ともに、す
べての項目で下水道の放流基準値を下回った。
②�定期モニタリングにおける地下水は、すべての項目で環境基準値（排水基準の1/10程度）を下回った。また、4か所のモニ
タリング井戸で一般細菌、ヒ素、鉄、マンガン等の項目で環境基準値または水道
水質基準値を超えていたが、過去のデータと比較して大きな変動はなかった。
③�防災調整池からの雨水等放流水については、全ての項目で水質汚濁防止法の排水
基準値を下回った。
④�溶融処理施設の排ガス常時監視については、最大値で塩化水素、窒素酸化物、硫
黄酸化物、一酸化炭素で自主管理基準値を超えた時間があったが、法定基準値は
すべての項目で下回った。
⑤�モニタリング結果の住民公表については、環境保全委員会の会議資料を福田地区
の各戸に配布したほか、事業団ホームページにおいても廃棄物の処理実績、維持
管理記録（水質・排ガス等の測定結果）を毎月公表している。
　※環境基準…人の健康や生活環境を守るため維持されることが望ましい基準
　※排水基準…工場または事業場における排出水の上限を定めている基準
　※放流基準…下水道へ放流する際の上限を定めている基準

【次回の監視活動】　施設の維持管理について実施。

8月の納税等
納期限： 8月31日（月）
市 　 県 　 民 　 税�（２期分）
国 民 健 康 保 険 税�（３期分）
後期高齢者医療保険料�（２期分）
介　護　保　険　料�（３期分）
※�納税には、簡単で便利な口座振替を
ご利用ください。
　�納期限を過ぎると延滞金が加算され
ます。早めの納税をお願いします。
　�口座振替で納付の方は、預金残高の
確認をお願いします

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（6月24日）

「農業用廃プラスチック（使用済み農ビ・農ポリ）の収集」のお知らせ
　笠間市、（公社）茨城県農林振興公社における農業用プラ
スチック適正処理対策事業の一環として、農業用廃プラス
チック（使用済み農ビ・農ポリ）の収集を実施します。
　収集を希望する方は、事前に廃棄事業者としての登録等、
事務手続きを行う必要がありますので、登録期間内に印鑑
を持参のうえ、手続きを行ってください。
登 録期間▶8月18日（火）～9月18日（金）（土日・祝日を除く）
登録場所▶笠間市役所本所　農政課
持ち物▶印鑑
収集日時・場所▶
①�12月2日（水）午前9時30分～正午
　エコフロンティアかさま（笠間地区の方）
②�12月11日（金）午前9時30分～正午
　ＪＡ友部営農センター（岩間地区の方）
③�12月18日（金）午前9時30分～正午
　ＪＡ友部営農センター（友部地区の方）
年間登録料▶1戸あたり1，000円
収集費▶
・農業用ビニールフィルム　1キログラムあたり5円
・農業用ポリエチレンフィルム　1キログラムあたり17.10円
※�排出した農業用ビニール、農業用ポリエチレンの重量

を測定し、排出した量に応じて、後日登録料と併せて
請求します。

収 集できる農ビ▶統一マーク 農ビがプリントされているも
の（糸入りは収集不可）。

収 集できる農ポリ▶被覆用ポリフィルム、マルチフィル
ム、園芸用ポット、園芸用育苗トレイ、水稲育苗箱、
肥料袋など（農薬容器、ブルーシート、フィルム用留め
金などは収集できません）

注意事項▶
○�よく洗浄し、乾燥させ、泥などを落とし、作物の残さ、
金属片などの異物を取り除いたうえで荷造りし、搬入
してください。

○�農業用ビニールと農業用ポリエチレンは処分方法が異
なりますので、必ず分別してください。

○�農業用ビニールの白色と黒色は、必ず分別してくださ
い。

○�縛る際には、同じ材質のもの（農ビ・農ポリ）で縛って
ください。

○�必ず荷造りをしておいてください。
○�不適正な荷については、収集しませんのでご注意くだ
さい。

【問合せ】農政課（内線527）
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